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　長瀞町成人式が有隣倶楽部で開催され、今年は７８名の門出をお祝いしました。
　晴れ着姿の新成人は、恩師や旧友との再会を慶び会い、決意を新たに大人への第一歩を踏み出しました。
� 【１月１０日】
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■
町
長
提
出
議
案

◇
長
瀞
町
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

　
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
個
人
番
号
の

利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
て
必

要
が
生
じ
る
た
め
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◇
長
瀞
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

◇
長
瀞
町
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
条
例

　

長
瀞
町
防
災
会
議
の
組
織
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◇
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務

災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

◇
長
瀞
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◇
長
瀞
町
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
改
正
及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
改

正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◇
平
成
27
年
度
長
瀞
町
一
般
会
計
補
正
予
算　

　
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
１
，
３
４
２
万
４

千
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
33
億
９
，０

４
６
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
平
成
27
年
度
長
瀞
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会

　
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
変
更
あ
り
ま
せ
ん

平
成
27
年
度
長
瀞
町
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
11
議
案
を
可
決

　

12
月
9
日
㈬
に
平
成
27
年
第
５
回
長
瀞
町
議
会
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
町
長
提
出
議
案
11
件
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
８
名
の
議
員
が
町
政
に
対
す
る
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

が
、
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額

を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

◇
平
成
27
年
度
長
瀞
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

　
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
１
２
４
万
２
千
円

を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
８
，
９
８
７
万
４

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
皆
野･

長
瀞
上
下
水
道
組
合
の
共
同
処
理
す

　
る
事
務
の
変
更
及
び
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

皆
野
・
長
瀞
上
下
水
道
組
合
の
共
同
処
理
す

る
事
務
の
う
ち
水
道
事
業
に
関
す
る
事
務
を
廃

止
す
る
と
と
も
に
、
同
組
合
規
約
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

◇
皆
野･

長
瀞
上
下
水
道
組
合
の
共
同
処
理
す

　
る
事
務
の
変
更
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て

　

皆
野
・
長
瀞
上
下
水
道
組
合
の
共
同
処
理
す

る
事
務
の
う
ち
水
道
事
業
に
関
す
る
事
務
を
廃

止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
組
合
の
財
産
処
分
に

つ
い
て
協
議
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

○
長
瀞
町
選
挙
管
理
委
員
の
選
挙

　

12
月
24
日
で
任
期
満
了
と
な
る
長
瀞
町
選
挙

管
理
委
員
の
選
挙
を
行
い
、
宮み
や
ざ
わ澤　

修お
さ
む氏
、
西に
し

澤ざ
わ　

𣳾や
す
お雄
氏
、
中な
か
や
ま山　

曻の
ぼ
る氏
、
坂さ
か
う
え上　

豊と
よ
と
し年
氏

を
選
出
し
ま
し
た
。

○
長
瀞
町
選
挙
管
理
委
員
補
充
員
の
選
挙

　

12
月
24
日
で
任
期
満
了
と
な
る
長
瀞
町
選
挙

管
理
委
員
補
充
員
の
選
挙
を
行
い
、
齊さ
い
と
う藤　

喜き

久く

夫お

氏
、
中な
か
が
わ川　

昇の
ぼ
る氏
、
須す

が賀　

光み
つ
こ子
氏
、
四よ

方も

田だ　

真し
ん
い
ち一
氏
を
選
出
し
ま
し
た
。

◇
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
関
す
る
請
願
【
趣
旨
採
択
】

　

請
願
者　

埼
玉
県
農
民
運
動
連
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

立
石　

昌
義

の
内
容

議
案

「長瀞町地域防災計画（改訂原案）」に対する意見募集
　町では、大規模な地震や土砂災害に備えるための基本計画である「長瀞町地域防災計画」の改訂を進めて
おり、改訂原案に対して、皆さんからの意見を募集しています。
●募集期間　　　　　　２月１０日㈬まで
●改訂原案の閲覧場所　・町ホームページ（http://www.town.nagatoro.saitama.jp）
　　　　　　　　　　　・役場総務課窓口
●応募方法　　　　　　住所、氏名及び意見を明記して、総務課自治振興担当へ送付してください。
　　　　　　　　　　　（窓口提出、郵便、ＦＡＸ、Ｅ－mail　いずれでも可）
　　　　　　 問合せ 　総務課自治振興担当　〒３６９－１３９２　長瀞町大字本野上１０３５－１
　　　　　　　　　　　☎６６・３１１１（内線２１２）　Ｂ６６・０８９４　Ｈpubcome@town.nagatoro.saitama.jp

12
月
定
例
会
報
告

請
願
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　「地域歳末たすけあい運動」に
ご協力ありがとうございました　

　平成２７年度地域歳末たすけあい運動に、今年も多くの皆様から募金をお寄せいただき、誠にありがとうご
ざいました。　
　ご協力くださいました方々のご芳名と、募金結果についてご報告いたします。（平成２７年１２月２５日現在）

収入の部（敬称略）
行政区戸別募金 568,790円 蛙神社 7,356円

長瀞町老人クラブ連合会 274,394円 長瀞町商工会青年部 5,000円

天台宗埼玉教区第八部檀信徒会 135,000円 秩北建設連合組合 5,000円

長瀞町赤十字奉仕団 51,675円 匿名 30,000円

（財）埼玉県北秩父仏教会 30,000円 匿名 20,000円

ホルモンふじこお客様一同 20,893円 匿名 20,000円

（宗）野上キリスト福音協会長瀞チャペル 10,000円 匿名 3,000円

収入合計 1,181,108円

支出の部《募金配分内訳》（１名あたりの配分金額は、4,000円です）
障害者（82名） 328,000円 単身老人（６名） 24,000円

準要保護世帯（16世帯47名） 188,000円 歳末福祉事業費　友愛訪問 19,385円

ひとり親世帯（24世帯35名） 140,000円 歳末福祉事業費　大型不用品回収 9,986円

生活保護世帯（14世帯19名） 76,000円 配分にかかる費用 648円

ねたきり老人（16名） 64,000円

支出合計 850,019円

 問合せ 　長瀞町社会福祉協議会　☎６６・１１３９

※事業完了後の募金残金は、次年度事業資金として繰越させていただきます。

「女性議会」を開催しました
　男女共同参画社会づくりの一環として、議
会の活動等を理解し町政への関心を深めると
ともに、女性の視点をまちづくりに反映させ
女性の社会参加を推進するため、１２月１７
日に町役場議場において、女性議会を開催し
ました。
　議員は、長瀞町内在住の団体等から推薦さ
れた高校生から70代の女性９人で、染野益代

（長瀞第二小学校PTA）さんが議長を務めました。
　議員からは、子育て、高齢化、観光、まち
づくり等について、日ごろ感じていることや
対策、要望など、それぞれの立場から活発に
発言があり、議員の質問には町長が答弁しま
した。

【敬称略】
順番 氏　　名 一般質問 団 体 等

1 新井美津江 高齢化の進む中で 赤十字奉仕団

２ 新井　綾子
子供が使用する施
設や取り組みにつ
いて

高砂保育園保護者会

３ 関口　杏奈 町民運動会につい
て 高校生

４ 新舩　京香 街灯の設置につい
て 高校生

５ 村松モト子 生活環境について くらしの会

６ 眞壁とし子 町政への町民参加
について 交通安全母の会

７ 中畝　富子 観光行政について 商工会女性部

８ 里見　文子
子供も高齢者も健
やかに生きられる
施策について

母子愛育会
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平成２７年分の所得税と住民税の申告が始まります。申告相談を下記の日程で行います。
例年、終了間近の相談会場は大変混雑しますので、お早めに申告されますようお願いします。

お早めに準備を 申告相談期間�▶ 2月16日火～3月15日火

　

申
告
は
、
平
成
28
年
度
の
町
・
県
民
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
賦

課
資
料
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
所
得
証
明
な
ど
の
発
行
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

扶
養
さ
れ
て
い
る
方
や
収
入
の
な
い
方
で
も
申
告
さ
れ
な
い
と
、
所
得
状

況
を
確
認
で
き
な
い
た
め
、
所
得
証
明
が
発
行
で
き
な
い
ほ
か
、
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
の
軽
減
措
置
や
、
児

童
扶
養
手
当
、
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
な
ど
の
審
査
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
寒
い
時
期
で
す
の
で
、
暖
か
い
服
装
で
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

町
・
県
民
税(

住
民
税)

の
申
告

　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内

に
住
所
が
あ
り
、
平
成
27
年
中
に
所

得
が
あ
っ
た
方
で
す
。

・
事
業
や
農
業
な
ど
を
し
て
い
る
方

・
地
代
、
家
賃
、
配
当
な
ど
が
あ
っ

た
方

・
平
成
27
年
中
に
会
社
を
退
職
し
、

そ
の
後
再
就
職
を
し
て
い
な
い
方

・
日
雇
い
労
働
な
ど
で
所
得
税
が
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
方

・
公
的
年
金
等
の
収
入
が
あ
り
、
各

種
控
除
を
追
加
す
る
方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

※
住
民
税
の
申
告
を
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
ま
す
。

②
給
与
収
入
の
み
で
年
末
調
整
を
さ

れ
た
方
で
、
給
与
支
払
報
告
書
が

勤
務
先
か
ら
町
へ
提
出
さ
れ
て
い

る
方

※
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た

方
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

③
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い

る
方
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
以
外
の
所
得
が
ゼ
ロ
の
方

※
ほ
か
の
所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
申

告
が
必
要
で
す
。（
所
得
税
と
違

い
、
所
得
額
が
20
万
円
以
下
の
方

で
も
申
告
が
必
要
で
す
。）

申
告
が
必
要
な
方

町
の
申
告
受
付
日
程
表

町
・
県
民
税
の
申
告
書
は
送
付
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
直
接
会
場
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

次
に
該
当
す
る
方
は
、

申
告
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す

　

混
雑
を
避
け
る
た
め
、
行
政
区
ご
と
に
期
日
の
指
定
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
の
で
、
お
住
ま
い
の
行
政
区
の
該
当
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
全
町
対
象
日
な

ど
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
午
前
８
時
50
分
～
11
時
30
分
／
午
後
１
時
～
４
時全地区、役場３階大会議室での受付となります。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　
　

15
日
㈫

　
　

14
日
㈪

　
　

11
日
㈮

　
　

10
日
㈭

　
　

９
日
㈬

　
　

８
日
㈫

　
　

７
日
㈪

　
　

４
日
㈮

　
　

３
日
㈭

　
　

２
日
㈬

３
月
１
日
㈫

　
　

29
日
㈪

　
　

26
日
㈮

　
　

25
日
㈭

　
　

24
日
㈬

　
　

23
日
㈫

　
　

22
日
㈪

　
　

19
日
㈮

　
　

18
日
㈭

　
　

17
日
㈬

２
月
16
日
㈫

月
　
日

全
町
対
象

中
野
上
区

上
袋
区
・
下
袋
区

上
袋
区

根
岸
石
原
区
・
下
宿
区
・
原
区

下
山
区
・
上
宿
中
宿
区

長
瀞
宝
登
山
区
・
五
区

大
木
小
路
区
・
長
瀞
区

上
長
瀞
区
・
長
瀞
上
区

井
戸
上
郷
区
・
井
戸
中
郷
区
・
井
戸
下
郷
区
・
風
布
区

杉
郷
区
・
辻
区
・
宮
沢
区

滝
の
上
区
・
小
坂
区
・
岩
田
区

矢
那
瀬
上
郷
区
・
矢
那
瀬
下
郷
区

対
　
　
象
　
　
区

役 場 ３ 階 大 会 議 室 会
場

税
務
職
員
を
装
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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所
得
税
の
確
定
申
告

■
事
業
所
得
（
商
業
・
工
業
・
農
業
な
ど

か
ら
生
ず
る
所
得
）や
不
動
産
所
得（
地

代
・
家
賃
な
ど
に
よ
る
所
得
）
な
ど
が

あ
り
、
所
得
控
除
の
合
計
を
超
え
る
所

得
が
あ
る
方

■
確
定
申
告
不
要
源
泉
分
離
課
税
の
選
択

を
し
て
い
な
い
一
定
以
上
の
配
当
所
得

が
あ
る
方

■
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
で

①
そ
の
年
中
の
給
与
の
収
入
が
２
千
万
円

を
超
え
る
方

②
給
与
、退
職
所
得
以
外
の
所
得（
農
業
・

不
動
産
所
得
な
ど
）
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方

③
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
も
ら
っ
て
い

る
方

※
源
泉
徴
収
票
を
取
得
し
て
か
ら
申
告
に

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
方

　

２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈫
ま
で
、

秩
父
税
務
署
で
受
付
け
ま
す
。

（
受
付
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
で
、
土
・
日
曜
日
は
閉
庁
で
す
。）

　

な
お
、
町
の
申
告
受
付
日
程
に
あ
わ
せ

て
税
務
課
で
も
受
付
を
行
い
ま
す
。

確
定
申
告
は
い
つ
、
ど
こ
へ
？

　

平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
の

間
に
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
場
合
は
、

３
月
15
日
㈫
ま
で
に
譲
渡
所
得
の
申
告
を

税
務
署
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
税
務

署
か
ら
の
通
知
が
な
い
場
合
に
は
、
税
務

署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

譲
渡
所
得
の
申
告

①
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告
書

②
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
は
除
く
）

③
生
命
保
険
（
個
人
年
金
を
含
む
）
や
地

震
保
険
（
平
成
18
年
末
ま
で
に
締
結
し

た
長
期
の
損
害
保
険
を
含
む
）、
社
会

保
険
（
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・

介
護
保
険
料
・
農
業
者
年
金
な
ど
）
に

加
入
し
て
い
る
方
は
、
昨
年
中
に
支
払

っ
た
証
明
書
又
は
領
収
書

④
給
与
、
年
金
収
入
の
あ
る
方
は
、
源
泉

徴
収
票
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

（
複
数
枚
あ
る
方
は
、
す
べ
て
な
い
と

申
告
で
き
ま
せ
ん
。）

⑤
農
業
所
得
申
告
の
お
知
ら
せ
（
平
成
27

年
分
の
農
業
所
得
の
収
入
金
額
な
ど
の

内
訳
）

⑥
事
業
、
不
動
産
収
入
の
あ
る
方
は
、
所

得
計
算
の
も
と
に
な
る
帳
簿
（
仕
入

帳
・
売
上
帳
・
出
納
帳
な
ど
）、
収
支

内
訳
書

⑦
土
地
な
ど
を
売
却
し
た
方
は
、
売
買
契

約
書
、
仲
介
手
数
料
な
ど
の
領
収
書

⑧
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、

支
払
っ
た
領
収
書
な
ど
（
医
療
費
控
除

内
訳
書
添
付
）

⑨
障
害
者
の
方
は
、
障
害
者
手
帳

⑩
学
生
の
方
は
、学
生
証
又
は
在
学
証
明
書

⑪
還
付
又
は
納
付
に
な
る
方
は
、
金
融
機

関
の
預
金
口
座
番
号
・
通
帳
印

⑫
確
定
申
告
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

る
方
は
、
源
泉
徴
収
票
・
住
民
票
・
工

事
請
負
契
約
書
・
土
地
売
買
契
約
書
な

ど
の
写
し
・
登
記
簿
謄
本
又
は
抄
本
・

借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

⑬
そ
の
他
申
告
に
必
要
な
書
類

申
告
時
に
は

こ
れ
ら
を
お
忘
れ
な
く

 問合せ 　秩父税務署　Ａ２２・４４３３／税務課　Ａ６６・３１１１　内線１１１～１１６

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案

内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
れ
ば
、
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
や
青
色
申

告
決
算
書
な
ど
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成

し
た
デ
ー
タ
は
、「
ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子

申
告
）」
を
利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
印
刷
し
た
「
書
面
」
に
よ

り
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
や
申
告
書
用

紙
等
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

国
税
庁
Ｆhttp://w

w
w
.nta.go.jp/

電
子
申
告
書
の
作
成

　

確
定
申
告
書
を
税
務
署
に
送
付
す
る
場

合
は
、「
郵
便
物
」（
第
一
種
郵
便
物
）
又

は
「
信
書
便
物
」
と
し
て
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。
確
定
申
告
書
は
「
信
書
」
に
該
当

し
ま
す
の
で
、
郵
便
物
・
信
書
便
物
以
外

の
荷
物
扱
い
で
送
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

ゆ
う
パ
ッ
ク
、
ゆ
う
メ
ー
ル
、
ポ
ス
パ

ケ
ッ
ト
で
は
、
信
書
を
送
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
町
で
申
告
相
談
受
付
を
行
っ
て

い
る
時
は
、
申
告
受
付
会
場
で
も
作
成
し

た
申
告
書
を
お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

郵
送
に
よ
る
申
告
書
提
出

　雪害等により、住宅・家財などに被害を受けられ
た方には、所得税法に基づく雑損控除（所得控除）
を確定申告することで、所得税額を軽減することが
できます。

１�、雑損控除の対象者（①、②のいずれか多い金額
が雑損控除額となります。）

　①住宅や家財の損壊などによる損害額と災害関連
　　支出の合計額（保険金などによって補填される
　　金額を控除します。）が被害を受けた年分の所得
　　金額の１０分の１相当額を超える方
　②被害を受けた資産の取壊し費用などの災害関連
　　支出の金額が、５万円を超える方
２、必要書類等
　①被害を受けた資産の明細（資産内容、取得時期、
　　取得価額）が分かるもの
　②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、そ
　　の他これらに類する費用で、被害に関連して支
　　出した金額の明細が分かるもの及び領収証等
　③被害があったことによって受け取る保険金、損
　　害賠償金、災害見舞金等の金額の分かるもの

詳しくは、秩父税務署までお問合せください。

雪害等により被害を受けられた方へ
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誓いの言葉　髙
たかはし

橋俊
としたか

翔さん 記念品贈呈　田
た む ら

村大
だいすけ

典さん

実行委員のみなさん

花束贈呈　髙
た か だ

田有
ゆ り な

理菜さん

万歳三唱

平成28年
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　新春恒例の七草粥まつりが不動寺境内で行
われ、2,500食のお粥が訪れた方に振る舞わ
れました。それぞれお粥を手に、今年１年の
無病息災を願うように味わっていました。
� 【１月７日】

七草粥まつり

　町内の小中学校３校から各校２チームが参戦し、
秩父地区ＰＴＡ連合会主催の親善ソフトバレーボー
ル大会が開催されました。
　長瀞一小Ｂチームが優勝し、長瀞中Ｂチームが準
優勝を果たしました。
　子どもたちが同じ学校に通っていても、なかなか
交流がもてないお父さん、お母さんたちもスポーツ
を通じて交流を持つことができ、とても楽しく大会

に参加することが
できました。写真
は長瀞一小A・Ｂ
チームの皆さんで
す。
� 【11月14日】

　秋の長瀞七草
寺俳句コンクー
ル表彰式が、長瀞
不動寺で開催さ
れ、野口�清

きよし

さん
（長瀞町）の俳句、
「寺守は自在の鉤
に通

あ け び

草吊る」が天
賞（長瀞町長賞）・

（松本撰者特選賞）を受賞しました。�【１２月１５日】

　１１月に町内の小
中学校の植木の剪定
作業が行われました。
この活動は、学校応
援団として町内のボ
ランティア（勤労者親睦会、桜と松等を守る会、
民生委員、赤十字奉仕団、ＰＴＡなど）総勢１３
０名の方のご好意と社会福祉協議会の協力により
実施され、学校敷地が見違えるほどきれいになり
ました。� 【１１月１０日、１７日、２４日】

　長瀞町民生委員・児童委員協議会の横
よこやま

山信
の ぶ お

雄副会
長が平成２７年度埼玉県社会福祉大会において、埼

玉県知事表彰を受賞しま
した。
　横山氏は、現在民生委
員・児童委員として平成
１３年４月１日から長年
にわたり活躍されており、
地域福祉の向上に尽力さ
れた功績が認められ今回
の受賞となりました。
� 【１１月２０日】

秩父地区ＰＴＡ連合会主催親善ソフトバレーボール大会

長瀞七草寺俳句コンクール表彰式 学校敷地の植木の剪定作業

「埼玉県知事表彰｣ 受賞

　下宿区８班は現在１５世帯で、発足して３７年間
（年３回）地域の親睦をはかるために、親睦レクリ
エーションを続け
ています。�
　秋の日帰り旅行
は、大宮の鉄道博
物館に行って来ま
した。
�【１１月１４日】

　第５２回全秩父珠
算競技大会で、長瀞
第一小学校６年生・
山
やまかわ

川瑞
みず

貴
き

くんが優秀
な成績を収め、長瀞
町長賞に輝きました。
� 【１２月２２日】

下宿区８班親睦会紹介

全秩父珠算競技大会長瀞町長賞

�　��（左からお母さん・瑞貴くん・町長）

（左から町長、野口�清さん、福嶋会長）　
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パブリックコメントを募集します！

更 生 相 談
　身体障害者の更生援護に必要な専
門的な知識・技術についての相談及
び指導を実施しています。補装具の
処方及び適合判定、施設入所の判定、
その他医療相談を無料で受けること
ができます。
�手足・体の障害の相談
　３月１４日㈪　熊谷児童相談所
　予約制ですので、早めに健康福祉
課へご連絡ください。

 問合せ 　健康福祉課福祉担当
　☎６６・３１１１

　内線１２８

　町では、地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会と共同で ｢長瀞町地域福祉計画・地域福祉活動計画｣ の策
定を進めています。
　このたび、その素案をまとめましたので、皆さんのご意見をお聞かせください。

（１）閲覧期間・場所　閉庁日を除く２月１日㈪～１５日㈪の間で、健康福祉課、社会福祉協議会、町ホームページで
　　　　　　　　　　ご覧いただけます。

（２）意見の提出方法　２月１日㈪～１５日㈪に（必着）、｢長瀞町地域福祉計画・地域福祉活動計画素案への意見｣ と
　　　　　　　　　　明記して、住所・氏名・年代（例＝４０代）、意見（書式は自由）を記入の上、〒３６９－１３９２、
　　　　　　　　　　本野上１０３５－１、健康福祉課福祉担当宛て郵送、ファックス（６６－３５６４）、または
　　　　　　　　　　電子メール（kenkou@town.nagatoro.saitama.jp）で提出してください。

（３）注意事項　　　・電話や来庁による口頭での受付はできません。
　　　　　　　　　・お寄せいただいたご意見は、個人情報を除いた上で要約し、後日町ホームページで公開します。
　　　　　　　　　・ご意見の返却や個別の回答は行いません。

　　　　　　 問合せ 　長瀞町健康福祉課福祉担当　〒369－1392　埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎６６・３１１１　内線１２７　Ｂ６６・３５６４
　　　　　　　　　　　長瀞町社会福祉協議会　　　〒369－1304　埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1021
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎６６・１１３９　Ｂ６６・３７２５

「オレンジカフェ」を開催します
　オレンジカフェは認知症の方やご家族、地域にお住まいの方、どなた
でも参加できる憩いの場です。認知症ケアの専門家や地域包括支援セン
ターの職員もお待ちしておりますので、認知症に関するご相談にも応じ
ます。認知症に関心のある方ならどなたでも参加して良いカフェです。
気軽にご参加ください。
※オレンジ色は認知症支援のシンボルカラーです。
日　時　２月２２日㈪　午後２時～３時３０分　　　　　　　　
会　場　エルダーホームながとろ（岩田３３４番地１）
内　容　お茶とお菓子を食べながらのおしゃべり、懐かしの歌の歌唱
対　象　認知症の方やそのご家族、認知症に関心のある方（定員25名）
参加費　１００円（オレンジカフェ飲物代）
申込み　２月１７日㈬までに担当まで電話にてお申し込みください。

 問合せ 　地域包括支援センター　☎６６・３１１１　内線１３２

自動車燃料費給付制度

｢長瀞町地域福祉計画・地域福祉活動計画｣素案について
ご意見（パブリックコメント）を募集します。

　町内に居住し、自己所有の自動車等を運転し、次のいずれかに該当する方に自動車燃料費を給付します。登録
制なので、事前に届出を行ってください。
対象者　・身体障害者手帳の所持者のうち、障害部位が下肢・体幹の１級から４級までの方
　　　　※�複数の障害が重複している方の場合、手帳に書いてある等級が４級以上であっても対象にならない場

合があります。
　　　　・在宅の療育手帳所持者と同居している方
給付額　油種に関わらず、１リットル５０円　自 動 車 の 場 合：１月当たり２０リットル（１，０００円）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オートバイの場合：１月当たり　５リットル（２５０円）まで
持参品　身体障害者手帳又は療育手帳・運転免許証・車検証・印鑑
※�給付金の請求は、４月から９月までの分を９月末までに、１０月から翌年３月までの分を３月末までに領収書
を添付し、請求してください。

※自動車とオートバイ及び福祉タクシー利用券との重複給付はできません。

 問合せ 　健康福祉課福祉担当　☎６６・３１１１　内線１２８
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たばこは地元で買いましょう！
　市区町村たばこ税は、愛煙家の皆様
がお買い求めになられた小売業者（た
ばこ屋さん）の所在する市区町村の税
収となります。
　平成２６年度の長瀞町のたばこ税収
は41,622,115円で、長瀞町の貴重
な財源となっております。
　たばこは地元で買いましょう。
問合せ　税務課住民税担当
　　　　☎６６・３１１１　内線１１４

総合相談センター出張法律相談会
日　時　２月１８日㈭
　　　　午後１時３０分～４時３０分
会　場　深谷市男女共同参画推進センター
　　　　（Ｌ・フォルテ）ツバキ
　　　　キララ上柴（アリオ深谷３階）
内　容　面談相談（１組１時間）要予約

相続、遺言、登記、債務整理、成
年後見、不動産の名義変更など

費　用　無料
申込み　２月１０日午後４時までに、電話予約
　　　　☎０４８・８３８・７４７２
問合せ　埼玉司法書士会事務局
　　　　☎０４８・８６３・７８６１

文化振興基金助成事業
対　象　県内のアマチュア文化団体等
内　容　平成２８年４月～９月に①県

内のアマチュア文化団体が実
施する芸術文化の振興（活動
成果の発表など）、②伝統･郷
土芸能団体が実施する伝統文
化の継承存（後継者の育成、
備品整備など）、③文化団体
やNPO等が実施する子ども
を対象とした文化芸術の体験
教室や文化芸術を担う若手人
材の発掘・育成を目的とした
ワークショップ等

お知らせ
秩父４高校の合同説明会

　（中学２年生・保護者対象）
○高校の生徒による活動発表も開催
　平成２９年度高校入試に向けて、中
学２年生と保護者を対象とした合同説
明会を開催します。秩父4高校（秩父
高・秩父農工科学高・皆野高・小鹿野
高）に興味のある方や１年生の参加も
可です。高校生によるロボットダンス、
音楽部、茶道部の発表も実施します。
実施日　２月７日㈰　午後１時受付　
　　　　午後１時３０分開会
場　所　秩父市歴史文化伝承館　ホール
内　容　�①秩父雇対協会長から地元高

校に進学し「秩父に住んで働
こう」講演。②各高校概要説
明。③個別ブースで個別相談。
④高校生の活動発表。

問合せ　小鹿野高等学校教頭
　　　　　　　　　☎７５・０２０５

第66回埼玉県美術展覧会
　作品募集
　５月３１日㈫～６月２２日㈬に県立
近代美術館で開催する「第６６回埼玉
県美術展覧会」に出品する作品を募集
します。
募集部門　日本画・洋画・彫刻・工芸・
　　　　　書・写真の６部門
応募資格　１５歳以上の県内在住・在
　　　　　勤・在学者（中学生は除く。）
出品点数　各部門３点まで
出品手数料　１点につき３，０００円
応募方法　５月１３日㈮～１７日㈫に
　　　　　申込書（下記URLよりダ
　　　　　ウンロード）に出品手数料
　　　　　を添え、直接会場へ。
県　　展　Ｆhttp://www.pref.saitama.lg.jp/
　　　　　　f2216/geibunsai/kenten.html
問 合 せ　埼玉県生涯学習文化財課　
　　　　　☎０４８・８３０・６９２１

彩の国ふれあいの森の催し
●ススキ de ホーキ
日　時　①３月６日㈰
　　　　②３月１２日㈯
　　　　両日とも午前１０時～正午
内　容　天然すすきを使用したオシャ
　　　　レなほうき作り体験。
参加費　５００円／人
定　員　１０人（先着順）小学生以上・
　　　　小学生は保護者同伴
締　切　①２月２８日㈰
　　　　②３月５日㈯
問合せ　彩の国ふれあいの森管理事務所
　　　　☎５６・００２６
Ｆhttp://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

金　額　①対象経費の２分の１以内
　　　　（上限２０万円）②③対象経
　　　　費の２０万円以内
申込み　２月１日㈪から２３日㈫（消印

有効）までに所定の事業計画書
（県ホームページ又は県文化振
興課（県庁内）で入手）を郵送
で同課へお申込みください。

問合せ　県文化振興課
　　　　〒３３０－９３０１
　　　　�さいたま市浦和区高砂３－１５－１
　　　　☎０４８・８３０・２８８７

コーラスフェスティバル
日　時　２月２８日㈰
　　　　開場　午後０時００分
　　　　開演　午後０時３０分
場　所　秩父ミューズパーク音楽堂
内　容　秩父郡市内で活動している

コーラス団体の祭典です。日
頃の練習の成果を、ぜひ聴き
に来てください。

費　用　無料
問合せ　秩父ミューズパーク管理事務所
　　　　☎２５・１３１５

「森のようちえんスペシャル体験」
日　時　２月１２日㈮
　　　　午前１０時～午後２時３０分
場　所　秩父ミューズパークパルテノン前
対　象　森のようちえんを体験したい親子
内　容　春を待つ生き物と出会う
　　　　森林インストラクターＣＯＮＥが同行
保険料　1人　２００円
持ち物　お弁当・水筒・レジャーシート
　　　　カッパ・長靴・着替え・帽子
服　装　長そで・長ズボン
申込み　事前申込みをお願いします。
問合せ　ＮＰＯ法人　花の森こども園
　　　　皆野町皆野４０４８－１
　　　　☎６２・４５４５
　　　　(平日午前１０時～午後４時)

　教育委員会では、経済的な理由により就学が困難な長瀞町民に対して、
入学準備金・育英奨学資金を貸与しています。
入学準備金　　高校　　　　３００，０００円
　　　　　　　　大学　　　　４００，０００円
育英奨学資金　　国公立大学　　１５，０００円
　　　（月額）　　私立大学　　　２５，０００円
申 込 方 法　　�教育委員会に用意してある書類を期限までに提出して

ください。
申 込 期 限　　入学準備金　　３月　１日㈫
　　　　　　　　育英奨学資金　３月３１日㈭
 申込み・問合せ 　教育委員会教育総務担当　☎６６・３１１１　内線３０４

奨　学　生　募　集
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今月の
介護保険料

■特別徴収（第６期）今月支給される年金から天引きされます。
■普通徴収（第８期）※納期限は２月２９日㈪です。
　※口座振替をご利用の方は２月２６日㈮が振替日となりますので、残高をご確認

ください。
　※介護保険料（普通徴収）の納め忘れはありませんか。年度途中で６５歳となっ

た方や、年度途中に転入された方は普通徴収です。役場又は金融機関に納付書
にて納めてください。

 問合せ 　健康福祉課介護保険担当　☎６６・３１１１　内線１３３

　平成２７年分の確定申告、又は町県民税申告時に身体障害者手帳を持っていない方でも、次の一定条件を
満たしていれば障害者控除が受けられ、本人または扶養者の税金が減額になる場合があります。
•身体障害者手帳を持っていない６５歳以上の要支援２又は要介護１～５の認定者で、一定の基準以上であること
•介護保険の認定を平成２７年１２月３１日現在において受けていること
　上記に該当すると思われる方は、健康福祉課に「介護保険被保険者証」を持参し、本人又は代理人が申請
をしてください。申請に基づき確認し、該当する方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
　この認定書は、申告時に提示してください。なお、身体障害者手帳をお持ちの方は、今までどおり控除対
象になります。

　平成２７年中に介護保険による要介護認定を受けて、おむつを使用されている方が、確定申告で医療費控
除を受ける場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて保険者（町）が発行する「おむつ使用
証明書」でも医療費控除の対象と認められます。
　ただし、次の要件を満たすことが必要です。
•要介護・要支援認定を申請し、すでに要介護認定の通知を受けていること
• 要介護認定のために医師が作成した「主治医意見書」の記入日が、平成２７年中（要介護認定の有効期限が１３

か月以上の方は平成２６年）であり、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性が確認できること
•おむつ代の医療費控除を受けるのが、２年目以降であること（初めての方は、医師が発行する「おむつ使
　用証明書」が必要です）
※確定申告等には、おむつ代の領収書も必要になります。

 問合せ 　健康福祉課介護保険担当　☎６６・３１１１　内線１３３

障害者控除対象者認定書を交付します

おむつに係る費用の医療費控除

　国民年金の保険料は、クレジットカードにより定期的に納付することができます。クレジットカードで
納付いただくには、年金事務所や町民課窓口などで国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書
を手に入れていただき、必要事項を記入してお近くの年金事務所へお申込みが必要になります。
　なお、保険料の一部を免除されている方や過去に未払いのある方は、この納付方法をご利用いただくこ
とはできません。
　また、クレジットカードによる納付方法は、毎月納付、６カ月前納、１年前納とがありますが、口座振
替と違い毎月納付には割引きが適用されることはありません。ただし、６カ月前納、１年前納にはそれぞ
れ割引額が適用されます。

問合せ 　秩父年金事務所　☎２７・６５６０

国民年金保険料はクレジットカードでも納付できます
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　秩父郡市歯科医師
会より、災害時にお
ける避難所等での衛
生面向上・口腔ケア
実施体制の確保を目
的として、歯ブラシ
やマウスウォッシュ
などの歯科衛生用品
を寄贈していただきました。� 【１２月１０日】

　県交通安全母親大
会が、さいたま市民
会館うらわで行われ、
町交通安全母の会会
長の渡邉よし江さん
が、県警察本部長と
県交通安全母の会連
合会会長の連名によ
る個人功労表彰を授与されました。�【１０月２２日】

期　間　１月３０日㈯～６月１９日㈰
　　　　休館日　月曜日（祝日は開館）
時　間　午前９時～午後４時３０分
　　　　（入館は午後４時）
観覧料　一般　　　　２００円
　　　　高校・大学生１００円
　　　　※中学生以下、障害者手帳をお持
　　　　　ちの方（介護者１名）は無料

 問合せ 　埼玉県立自然の博物館　
☎６６・０４０４

「ごはん大好き☆寝るの
�大好き☆お風呂大好き★★」

広報「ながとろ」では、毎号
満１歳～１歳半位までの赤ち
ゃんを紹介しています。掲載
を希望される方は、お子さん
の顔写真にコメント（２０文
字以内）を添え、掲載したい
広報発行月の前月１日までに
郵送又は直接企画財政課（２
階）までお申込みください。
申込書は町のHPよりダウン
ロードできます。応募が多く
希望月に掲載できなかった方
は、順次掲載いたします。

「すくすく元気に
育ってね♥♥」

★わが家のアイドル★�１歳になったよ!!

問合せ 　企画財政課企画財政担当　☎６６・３１１１　内線２２２

応募方法

ちゃん
（上袋区）

石 井 孝
こう

樹
じゅ

くん 髙橋優
ゆ

理
り

愛
あ

（根岸石原区）

秩父郡市歯科医師会より歯科衛生用品寄贈 県交通安全母の会連合会個人功労表彰

企画展「花粉が教えてくれること」
のぞいてみよう！驚くべき花粉の世界！
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２月の納税
●固定資産税（第４期分）

●国民健康保険税（第８期分）
　納期限は２月29日㈪です。口座振替の場合は２月26日㈮
が振替日になりますので、ご利用の方は残高をご確認くだ
さい。

税務課・町民課窓口
●日曜開庁日　午前９時～正午　午後１時～午後５時
　２月28日㈰
◆税務関係諸証明の交付　◆納税　◆住民票の交付
◆戸籍謄本・抄本の交付　◆印鑑登録、印鑑証明書の交付
※住基ネットを利用した住民票の広域交付はできません。

休日診療所
診療時間：午前10時～午後５時

在宅当番医
診療時間：午前９時～午後６時

２月７日

医師会休日診療所
（内・小）
熊木町

☎23－8561

原医院（脳外・内）　　　　　　　小鹿野町　☎72－8088
２月11日 長瀞医新クリニック（内・外・泌）　長瀞町　　☎66－1000
２月14日 小鹿野中央病院（診療科はお問い合わせください）　小鹿野町　☎75－2332
２月21日 秩父生協病院（内・小）※小児科は午前中のみ　阿保町　　☎23－1300
２月28日 小鹿野中央病院（診療科はお問い合わせください）　小鹿野町　☎75－2332
３月６日 南須原医院（内・外）　　　　　　長瀞町　　☎66－2038
３月13日 小鹿野中央病院（診療科はお問い合わせください）　小鹿野町　☎75－2332

◆初期救急医療◆
　入院の必要がなく外来で処置できると思われる帰宅可能な救急患者

◆二次救急医療◆
　入院治療を必要と思われる救急患者、救急車にて搬送された重症救急患者

診療時間：午前８時30分～翌日の午前８時30分
２月７日 秩父市立病院　桜木町　☎23－0611
２月11日 秩父市立病院　桜木町　☎23－0611
２月14日 秩父病院　　　和泉町　☎22－3022
２月21日 皆野病院　　　皆野町　☎62－6300
２月28日 秩父病院　　　和泉町　☎22－3022
３月６日 秩父市立病院　桜木町　☎23－0611
３月13日 皆野病院　　　皆野町　☎62－6300
※午後６時以降は、必ず電話で確認のうえ受診
　してください。

○平日、休日の救急医療体制につい
ては秩父郡市医師会ホームページ
でもご確認いただけます。

　http://chichibu-ishikai.jp/
○医療機関の都合で変更になること
があります。

　秩父消防署北分署
　☎62・7119でご確認ください。

　秩父いってんべぇウオーキングを秩父地域全
域で下記とおり実施しますので、ふるってご参
加ください。
と　き　４月９日(土)・１０日(日)(雨天決行)
�コース概要�
一日目

二日目

�参加費�
※事前申込1,500円、当日申込１,000円。
　当日申込みの金額は１日単位の金額です。
※未就学児、秩父地域在住・在学の高校生以下
　は無料。
�申込先・事前申込方法�
　３月１５日㈫までに、募集要項に添付してい
る郵便払込用紙で申し込み、又は直接長瀞町観
光協会（長瀞駅前）へお申込みください。

 問合せ 　（一社）長瀞町観光協会　☎66・3311
　　　　産業観光課産業観光担当　☎66・3111

　　　　　　　　　内線234

秩父いってんべぇウオーキング２Ｄａｙｓ

　

１
月
10
日
㈰
、
新
春
恒
例
の
「
長
瀞

町
消
防
団
出
初
式
」
が
、
宝
登
山
神
社

で
行
わ
れ
、
大
澤
町
長
ら
関
係
者
に
よ

り
玉
串
が
奉
奠
さ
れ
、
一
年
間
の
無
火

災
・
無
災
害
を
祈
る
と
と
も
に
、
団
員

の
安
全
祈
願
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

岩
畳
で
行
わ
れ
た
演
習
で
は
、
指
揮
者
の
指
示
で
一

斉
放
水
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
も
成
人
式
会
場
に
お
い
て
、
消
防
団

員
募
集
を
行
い
ま
し
た
。
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初
　
式

①花と清流　長瀞コース� （２３㎞）
②秩父往還・荒川の里歩きコース� （１８㎞）
③アニメの舞台地・横瀬を巡るコース�（１２㎞）

①秩父音頭と俳句の里　皆野コース� （２５㎞）
②歌舞伎のまち小鹿野コース�２５０名限定�（１８㎞）
③羊山丘陵ファミリーコース� （５㎞）

人のうごき　平成28年1月1日現在
12月中の届出

人　口 7，496人（-30） 転　入 12人
男 3，671人（- 6） 転　出 35人
女 3，825人（-24） 出　生 4人 （男4人・女0人）

世帯数 2，900戸（-16） 死　亡 11人 （男5人・女6人）


